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序章 計画策定にあたって

１． 特定健診及び特定保健指導の導入の背景及び趣旨

近年、我が国においては、急速な少子高齢化の進展、生活スタイルの変化、生活習慣病等の慢性疾患

が増加し、医療費も増大し続けています。このままでは国民皆保険制度を維持していくことが困難な状

況に直面しています。国民医療費総額の３割は予防可能と考えられている生活習慣病（虚血性心疾患、

脳血管疾患、糖尿病等）によるものであり、死亡原因では悪性新生物を含む生活習慣病が約６割を占め

ています。

このような状況において、国民の、生涯にわたっての生活の質（QOL）の維持・向上のためには、生

活習慣病を中心とした疾病予防に重点を置き、早期発見・治療により発症や重症化を予防することが重

要です。また、中長期的には医療費の伸びの抑制化につながると考えます。

２． メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目する意義

生活習慣病は普段の食生活の乱れや運動不足などが要因となり、肥満症や、高血圧症、高脂血症、

糖尿病などの疾病に結びつきます。これらは、それぞれが独立した別の病気ではなく、内臓に脂肪が

蓄積した「内臓脂肪型肥満」が共通の要因としてあることがわかってきました。内臓脂肪型肥満に加

えて、高血糖、脂質異常、高血圧（以下「生活習慣病の危険因子」）を併せ持つ状態をメタボリックシ

ンドロームといいます。生活習慣病の危険因子が重なるほど心疾患や脳血管疾患を発症する危険が増

大します。そこで、この共通の要因である不健康な生活習慣を改善させることや、内臓脂肪を減らす

ことでそれらの発症や重症化を予防することが可能であるという考え方が特定健診と特定保健指導に

導入されます。

３． 計画の性格

本計画は、黒滝村が黒滝村国民健康保険の保険者として、40～74 歳の国民健康保険加入者（以下「被

保険者」という。）について平成 20 年度より実施する特定健診および特定保健指導の実施に関し、その

具体的な内容や方策を定めた実施計画です。

本計画は国民健康保険の 40～74 歳の被保険者を対象とする計画ですが、被保険者を含む村民全体の

健康づくり施策「黒滝村健康 21 計画（平成 20 年度策定予定）」と調和を図りながら推進を図ります。

４． 計画の期間

この計画期間は、平成 20 年度から 24 年度までの 5か年とし、必要に応じて期間の途中で見直しを行

います。

・ 不適切な食生活

・ 運動不足

・ ストレス過剰

・ 睡眠不足

・ 飲酒

・ 喫煙   など

・ 肥満

・ 高血圧

・ 脂質異常

・ 高血糖

・ 肥満症

・ 高血圧症

・ 高脂血症

・ 糖尿病

・ 心疾患

（心筋梗塞、狭心症）

・ 脳血管疾患

（脳出血、脳梗塞）

・ 糖尿病による人工透析

・ 網膜症による失明

・ 要介護

・ 死亡

生活習慣病のイメージ

【不適切な生活習慣】 【境界領域期】 【生活習慣病発症】  【重症化・合併症】   【生活機能の低下
             （メタボリックシンドローム予備群）  （メタボリックシンドローム該当者）                               要介護状態】
                                            【死亡】
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第１章 黒滝村の状況と課題

１． 国民健康保険被保険者の状況 ◆ 国保被保険者数の推移

黒滝村の人口は約 1000 人です。村

民のうちの国保被保険者は500人弱、

加入率は 45％前後となっています。

２． 総医療費の状況              ◆ 総医療費の推移

年々増加しています。          

３． 生活習慣病に係わる医療費の状況

平成 18 年 5 月診療分の黒滝村国保における疾病分類表のうち、生活習慣病に係わる糖尿病、高血圧

性疾患、虚血性心疾患、脳血管疾患、腎不全等の医療費は 4,091 千円で、医療費の約 3割を占めていま

す。また、最近では、高血圧性疾患及び脳血管疾患の医療費が増加しています。             

黒滝村国民健康保険における生活習慣病に係る疾病の受診件数と 1 件当たり医療費についてみると、

最大の医療費がかかった疾病は高血圧性疾患です。1件当たり医療費は 19,499 円と高額というほどでは

ありませんが、受診件数が 108 件と非常に多いため、

医療費が最も高くなっています。次いで医療費が  ◆医療費に占める生活習慣病の割合（平成 18年 5月診療分）

高いのは脳梗塞、糖尿病となっています。一方、

腎疾患においては、受診件数は 2件と多くはあり

ませんが、1件当たり医療費が約 21 万円と最も高

いため、医療費が高額化しています。        

                          

◆生活習慣病における疾病別の医療費割合の推移（毎年 5月診療分）  ◆生活習慣病に係る１件当たり医療費
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４． 「健康生活意識調査」から見た健診受診状況

「健康生活意識調査（平成 19年 11 月実施）」のうち、40～74 歳国民健康保険被保険者 75名の集計結

果は以下のようになりました。

過去１年間に、57.3％は健診を受診したと回答しています。これは村が実施する基本健診だけでなく、

人間ドッグ等を受けた人も含まれる数字です。

過去１年間に健診を受診していない人の理由は、「健診の日程に都合が合わなかったから」（33.3％）

が最も多くなっています。また、「時間的な余裕がないから」（26.7％）との回答も多く、受診しやすい

環境づくりが求められます。

健診では、「指摘は受けていない」人は 56.5％です。なんらかの「指摘を受けた」人は 43.5％で、そ

の内訳として、「高血圧症」が 60.0％、「糖尿病」が 35.0％、肥満が 5.0％となっています。

健診を受けていない理由（複数回答）
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５． 国保被保険者の健康状況            ◆基本健診の受診状況

(１) 基本健診の受診状況

受診者は平成１６年度までは約 300 人でした。しか

し、平成１７年度より、約 200 人と減っています。

（平成１７年度より健診費用を一部徴収）

(２) 健診受診状況

平成 19年度の 40歳から 74歳までの黒滝村国保の被保険者数は 203 人ですが、基本健診の受診者数

は 59 人で、受診率は 29.1％でした。特に、若い男性の受診率が低いです。また、受診総数の 61.0％

は 65 歳から 74 歳までの前期高齢者が占めています。

◆黒滝村国民健康保険被保険者の基本健診受診状況（平成 19 年度）

(３) メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）のリスクの重複状況

                   

平成 19 年度の基本健診のデータをもとに、40～ ◆リスクの定義

74 歳の性・年齢別に BMI25 以上または腹囲該当の

者の血糖、血圧、脂質のリスクの重なりを集計し

ました。

「リスクあり」の人が男性では 35.0％、女性で

は 35.9％となっています。

また、BMI25 未満で血糖や血圧、脂質のリスクを

もっている人が男女合わせると 50.8％（30 人）い

ます。内訳をみると、男性では 55.0％（11人）、 ◆平成 19 年度の基本健診結果からみる

女性では 48.7％（19 人）となっています。                リスクの状況（性別）

特定保健指導の対象とならなくても、リスクを

持っている人が半数を占めていることが分かりま

す。

血糖リスク

① 空腹時血糖値 100 ㎎/ 以上

② HbA1ｃ5.2％以上
＊①②いずれかに該当するものをリスクあり

血圧リスク

③ 収縮期血圧 130 ㎜ Hg以上
④ 拡張期血圧 85㎜ Hg以上

＊③④いずれかに該当するものをリスクあり

脂質リスク

⑤ HDL コレステロール 40㎎/ 未満
⑥ 中性脂肪 150 ㎎/ 以上

＊⑥⑦いずれかに該当するものをリスクあり

40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳
被保険者数 12 31 19 19 20
受診者数 0 4 3 5 8
受診率 0.0% 12.9% 15.8% 26.3% 40.0%
被保険者数 12 22 21 23 24
受診者数 4 9 3 13 10
受診率 33.3% 40.9% 14.3% 56.5% 41.7%
被保険者数 24 53 40 42 44
受診者数 4 13 6 18 18
受診率 16.7% 24.5% 15.0% 42.9% 40.9%

男
性

女
性

全
体

280 286 179 161 219

28.3%
36.5%

23.5% 21.1% 29.1%
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受診率

1 1
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4
2 1

4
2
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1

0
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リス
クな
し
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以上
のみ
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満・
1項
目以
上
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1項
目
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25以
上・
2項
目
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25以
上・
3項
目
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（人）

12
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22 21 23 24

0
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歳
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歳
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歳
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50
～
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～
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～
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歳
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～
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歳

男 女

被保険者 受診者



- 5 -

◆平成 19 年度の基本健診結果からみるリスクの重なり（性・年齢別）

６． 死亡統計による死因別死亡状況

平成 15 年度から 17 年度をとおし

て、生活習慣病にかかわる悪性新生

物、心疾患、脳血管疾患の生活習慣

病が上位を占めています。村においても死因の６割はこれらの生活習慣病になります。

７． 介護保険の状況

◆要介護認定者の推移           ◆要介護状態になる原因          

介護保険の要介護認定者は、制度開始から年々増加しています。認定を受けるきっかけとなる疾患は

整形外科的疾患、次いで、認知症、高血圧、高脂血症、糖尿病が上位を占めています。生活習慣病のお

おもととなるメタボリックシンドロームの該当者や予備群の状態の時に、生活習慣を見直し、悪化を予

防する働きかけの重要性が示唆されます。

８． 黒滝村国保における医療費の伸びの適正化に向けた生活習慣病対策の課題

生活習慣病の医療費及び基本健診の受診状況から、黒滝村国保の中長期的な医療費適正化に向けて重

点的に取り組むべき生活習慣病の予防対策の課題は次のとおりと考えます。

① 特定健診受診率向上に向けた対策

② 病気の発症予防対策

③ 重症化予防の対策

43
53

67 73 78
88 89

9.1 10.0
11.5 11.9

0
20
40
60
80
100

平
成
12
年
度

平
成
13
年
度

平
成
14
年
度

平
成
15
年
度

平
成
16
年
度

平
成
17
年
度

平
成
18
年
度

(人）

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0

（％）

認定者数 認定率

認知症

16.7%

高血圧症・高脂血

症・糖尿病

10.0%

その他
28.3%

整形外科的疾患

25.0%

心疾患
8.3%脳血管疾患

6.7%

老人性精神病

1.7%

悪性新生物

1.7%

パーキンソン病
1.7%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

20 19.8% 7 11.3% 13 33.3% 39 38.2% 16 29.1% 23 48.9% 59 29.1%
12 60.0% 4 57.1% 8 61.5% 23 59.0% 9 56.3% 14 60.9% 35 59.3%
8 40.0% 3 42.9% 5 38.5% 16 41.0% 6 37.5% 10 43.5% 24 40.7%

高血糖 高血圧 脂質異常
● 2 10.0% 1 14.3% 1 7.7% 2 5.1% 2 12.5% 0 0.0% 4 6.8%

● 2 10.0% 1 14.3% 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.4%
● 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

● ● 2 10.0% 0 0.0% 2 15.4% 8 20.5% 1 6.3% 7 30.4% 10 16.9%
● ● 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 7.7% 2 12.5% 1 4.3% 3 5.1%

● ● 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
● ● ● 1 5.0% 0 0.0% 1 7.7% 1 2.6% 0 0.0% 1 4.3% 2 3.4%

7 35.0% 2 28.6% 5 38.5% 14 35.9% 5 31.3% 9 39.1% 21 35.6%
1 5.0% 1 14.3% 0 0.0% 2 5.1% 1 6.3% 1 4.3% 3 5.1%

102

女性
65～74歳

55 47 203

血糖・血圧・脂質のリスクなし

101 62 39

受診者総数

BMI25未満

有
所
見
の
重
複
状
況

BMI25以上または腹囲該当

リ
ス
ク
あ
り

リスクあり者　計

総数
男性

総数 40～64歳 65～74歳 40～64歳総数

死因 割合 死因 割合 死因 割合

第１位 悪性新生物 38.1% 悪性新生物 20.0% 悪性新生物 30.0%

第２位 心疾患 28.6% 心疾患 20.0% 心疾患 25.0%

第３位 脳血管疾患 19.0% 脳血管疾患 10.0% 脳血管疾患 5.0%

順位
平成15年度 平成16年度 平成17年度
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第２章 達成しようとする目標

１． 目標の設定

特定健診の実施率は平成 24 年度までに 65％、特定保健指導に関しては 45％の実施率が要請されてい

ます。また、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の該当者・予備群の 10％減少を達成するこ

とを目標とします。

２． 特定健診等の対象者（推計）＊実施者数は対象者に対し受診率を概算したものです。

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

受診率 40% 46% 56% 60% 65%

対象者数 219 214 209 205 202

実施者数 85 95 115 120 130

受診率 25% 30% 35% 40% 45%

対象者数 20 24 28 30 32

実施者数 5 7 10 12 14

10％減少

特
定
健
診

特
定
保
健
指
導

内臓脂肪症候群の該当
者・予備群の減少率

３． 目標達成に向けて

(１) 特定健診等の受診率向上にむけて

被保険者１人ひとりが年に１回は確実に特定健診を受け、メタボリックシンドロームのリスクを自ら

知ることが重要となります。特定健診をより多くの被保険者が受診できるよう健診方法を工夫するとと

もに、未受診者を確実に把握し、被保険者への啓発を推進します。

(２) 病気の発症予防に向けて

特定健診の結果、リスクがある場合には健診後の特定保健指導を受け、自らが身体のメカニズムと生

活習慣の関係を理解し、生活習慣の改善に対する具体的で実現可能な目標を設定し、行動変容につなげ

られ、継続できるような特定保健指導の内容・方法を取り入れます。

また、特定保健指導を通じ、食習慣や運動面など健康にとって望ましい行動様式に変えていくため、

１人ひとりの生活の背景や行動変容への意欲などをしっかりと把握しながら、それぞれの被保険者にふ

さわしいプログラムを用い、保健指導にて支援します。

(３) 病気の重症化予防に向けて

特定健診の結果、特定保健指導のレベルを超え、医療機関の受診が必要と判定された場合は、重症化

防止のために早期に医療機関を受診することが重要です。

また、要指導と要医療の境界にある場合には、行動変容によって医療を要しない状態を維持もしくは

重症化を予防するができるよう、医療と特定保健指導とが連携したしくみづくりを進めます。

平成２０年度の実績をもとに設定
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第３章 特定健診・特定保健指導の展開

１． 全体像

特定健診・特定保健指導は、下記のフローで実施していきます。

       

           

            

              

健診対象者の抽出

健診受診券の作成

健診受診券の発送 ・ 村が発送。

・ 発送時に「特定保健指導を実施すること」を示す文書を同封する。

受診勧奨努力 ・ 広報誌、くろたきテレビ掲載。

・ 対象者全員への受診案内通知。

特定健診の実施

結果の入力

階層化の実施

村に結果データ返却

健診結果の説明（情報提供）

・ 集団健診と県医師会に実施を委託する予定。

・ 特定健診実施機関が結果入力。

・ 要特定保健指導・要医療等の判定を行う。

・ 結果データを県国保連に提供。

・ 県国保連が実施。

・ 村に結果データ集約。

・ 村が特定保健指導の案内及び利用券を作成。

・ 特定健診受診者に、結果を村より郵送。あわせて情報提

供を行う。

・ 希望者については、結果の詳細を聞くことができる。

・ 特定保健指導対象者には、特定保健指導を受けるよう

案内を送付。
特定保健指導対象

外のフォロー必要

者への対応
利用勧奨努力 ・ 広報誌、くろたきテレビ掲載。

特定保健指導の実施 ・ 村にて特定保健指導を実施。

指導完了者へのフォロー

・村が実施。
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２． 特定健診の実施

（１）内容

◆ 概要

目  的
個人が生活習慣を振り返る絶好の機会となり、生活習慣病を早期発見・治療へつながるこ

とを目的に実施します。

対象者 40～74 歳の国保被保険者

実施場所
（集団）村内の施設

（個別）県内における国保ベースの集合契約に参加する医療機関

実施期間 5～1月に実施

実施形態

委託基準

選定基準としては、厚生労働省令である「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する

基準（仮称）」に基づき厚生労働大臣が告示にて定める外部委託に関する基準を満たしてい

る機関が選定の最低基準とします。

選定方法は、見積や他の照会資料から比較検討し、随意契約により選定します。

健診委託単価 １件あたりの単価は国が示す標準的な単価に基づき定めます。

自己負担額 健診費用の一部を徴収します。

○内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための保健指導を必要とする者を抽出する健診項目と

します。

○健診受診者にリスクに基づいた優先順位をつけ必要性に応じた保健指導レベル別の内容を決定する

際に活用する質問項目とします。

◆ 検査項目

黒滝村国民健康保険

健診機関（集団健診）

奈良県医師会

健診機関（病院）

健診機関（診療所）

◆血液化学検査

◆肝機能検査

◆血糖検査

◆尿検査

◆心電図検査

◆眼底検査

血糖 空腹時血糖値が100㎎／dl以上、ＨbA1cが5.2％以上

脂質 中性脂肪　150㎎／dl以上、またはHDLコレステロール　40㎎／?未満

血圧 収縮期　130㎜Hg、または拡張期　85㎜Hg以上

肥満
腹囲が85㎝以上（男性）・90㎝以上（女性）の者（内臓脂肪面積の測定が出来る場合には、内臓脂肪面積が

100㎝
2
以上）、または腹囲が85㎝未満（男性）90㎝未満（女性）の者でBMIが25以上の者

◆貧血検査

基本的な健診項目

詳細な健診の項目（一定の基準の下、医師が必要と判断したものを選択）

[中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール]

[ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）]

[空腹時血糖又はＨｂＡ１ｃ検査]

[尿糖、尿蛋白]

＊貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者

[赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値]

◆質問項目  ◆身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)　◆理学的検査　◆血圧測定

＊前年度の特定健康診査の結果等において、血糖、脂質、血圧及び肥満の全てについて、以下の基準に該当した者

＊前年度の特定健康診査の結果等において、血糖、脂質、血圧及び肥満の全てについて、以下の基準に該当した者
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（２）実施方法

① 健診対象者の抽出、健診受診券の作成

黒滝村国民健康被保険者で実施年度中に 40～74歳になる方が特定健診の対象となります。

なお妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者（海外在住、長期入院、養護老人ホーム入所者、特別養

護老人ホーム入所者等）は対象から除外されます。

特定健診の対象者については受診券を作成します。対象者の抽出は、村で実施します。

② 健診受診券の発送

作成した健診受診券は、村がそれぞれ対象となる方に郵送します。

③ 特定健診の実施

黒滝村国民健康保険が実施主体となり、特定健診は委託して行います。

対象者は受診券を持参して、特定健診を受診します。

その際に、特定健診等の個人情報を特定保健指導で活用することについての承諾を得るよう努めます。

④ 結果の入力

特定健診実施機関にて特定健診結果のデータ入力を行います。入力したデータは、奈良県国民健康保

険団体連合会に送られます。

⑤ 階層化の実施

特定健診結果をもとに階層化を行い、特定保健指導の対象者（積極的支援対象者、動機づけ支援対象

者）を抽出します。

⑥ 結果データの管理

特定健診の結果は電子化し管理する主体は村ですが、奈良県国民健康保険団体連合会で管理を委託し

ます。

結果データの保管年限は５年を目途とし、被保険者の生涯を通じた健康管理の観点から、データを活

用します。また、他の医療保険者に異動する等加入者でなくなった場合には、異動年度の翌年度末まで

保管することとします。

⑦ 特定健診結果の説明（特定健診受診者全員を対象とする指導にあたる「情報提供」）

特定健診結果は、特定健診実施から数週間後に、村より特定健診結果と生活習慣病予防に向けた情報

提供資料を受診者に郵送します。

特定健診結果の詳細については、説明を受けることができます。

特定健診結果と生活習慣病に向けた情報提供を行うとともに、特定保健指導対象者に特定保健指導を

受ける必要があることを伝え、保健指導利用を勧奨します。

特定健診の結果、要医療と判定された被保険者に対しては、早期に医療機関を受診するよう村が働き

かけを行います。

追加リスク
①血糖　②脂質　③血圧 40-64歳 65-74歳

２つ以上該当
あり
なし

３つ該当
あり
なし

１つ該当

腹囲

１つ該当

２つ該当

④喫煙歴

≧85㎝（男性）
≧90㎝（女性）

上記以外で
BMI≧25

対象

積極的支援 動機づけ
支援

積極的支援 動機づけ
支援

④喫煙暦：過去に合計100本以上、又は6か月以上吸っている者で最低１か月も吸っている者
BMI（体格指数）：身長（m）÷（体重（㎏）×体重（㎏））

①血糖：空腹時血糖100㎎/dl以上又はヘモグロビンA1c5.2％以上
②脂質：中性脂肪150㎎/dl以上又はHDLコレステロール40㎎/?未満
③血圧：収縮期（最高）130㎜Hg以上又は拡張期（最低）85㎜Hg以上
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３．特定保健指導の実施

（１） 特定保健指導プログラム

特定保健指導には「動機づけ支援」と「積極的支援」の２種類があります。

（２） 実施方法

①実施方法の概要

実施方法

・健診結果からメタボリックシンドロームのリスクを判定し、生活習慣の
改善に役立つ特定保健指導を保健師等が実施します。

メタボリックシンドローム非該当 情報提供
メタボリックシンドローム予備群 動機づけ支援
メタボリックシンドローム該当者 積極的支援

６か月後の評価

実施形態 ・被保険者が参加しやすくするために、通信や面接を取り入れます。

②特定保健指導の利用勧奨

特定保健指導の実施にあたっては「広報くろたき」に掲載し、情報提供を行います。

通所方の特定保健指導に加えて、時間がない方や体が不自由な方に特定保健指導を勧奨するため、訪

問による特定保健指導を行います。

③利用券の送付

村は、特定保健指導対象者に対し、利用券を発行・発送します。

④要特定保健指導と要医療の境界域の被保険者への対応

特定健診の結果、要特定保健指導と要医療の境界にあるような人には、医師と相談の上、検査値の異

常の程度や性別・年齢、既往歴・家族歴等を考慮した振り分けを行います。その後の経過や被保険者本

人の意向に配慮しながら、医療と特定保健指導とが連携した取り組みを進めます。

目的 支援期間等

動
機
づ
け
支
援

〈初回面接：個別支援20分以上又はグループ支援80分以上〉
　医師、保健師、管理栄養士の面接・指導のもとに行動計画を策定し、生活
習慣の改善のための取組に係る支援を行う。

〈６か月後の評価：個別支援・グループ支援・電話・E-mail等>
身体状況や生活習慣に変化がみられたか確認する。

６か月間

積
極
的
支
援

<初回面接：個別支援20分以上又はグループ支援80分以上>
　医師、保健師、管理栄養士の面接・指導のもとに行動計画を策定し、生活
習慣の改善のための取組に係る支援を行う。
〈３か月以上継続的な支援：個別支援・グループ支援・電話・E-mail等>
　栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。
〈６か月後の評価：個別支援・グループ支援・電話・E-mail等>
身体状況や生活習慣に変化がみられたか確認する。

６か月間

支援ポイント
数180以上

特定保健指導の実施基準

対象者が自ら
の健康状態を
自覚し、生活習
慣の改善のた
めの自主的な
取組を継続的
に行うことがで
きるようになる

◆特定保健指導の標準的なプログラムの内容
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４．特定保健指導の評価

糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群の減少状況、また、医療費適正化の観点から評価を行いま

す。

① 「個人」を対象とした評価

個人支援における肥満度や検査データの改善度、また行動目標の達成度、生活習慣の改善状況な

どから評価します。

② 医療保険者としての「集団」を対象とした評価

健診結果の改善度や、禁煙や運動習慣、食習慣などの生活習慣に関する改善度について評価しま

す。

③ 特定健診・特定保健指導の「事業」としての評価

費用対効果や対象者の満足度、特定保健指導のプログラムの組み方などについて評価します。

５．特定健診・特定保健指導の実施日程

特定健診は５月から 1月にかけて実施します。特定健診の結果から特定保健指導の該当者の選定（階

層化）を行い、「動機づけ支援」「積極的支援」の対象となった方には７月ごろから特定保健指導を開始

します。特定健診を最も遅い１月に受け、指導対象となった方にも年度内に特定保健指導を開始します。

特定保健指導を受けた方については、生活習慣改善の状況等を６か月後に評価します。６か月にわた

るため、年度をまたいで翌年度まで指導を継続する場合もあります。

特定保健指導の評価に関しては、特定保健指導の結果が出始める平成 21年 1 月ごろから行い、以後、

継続的に評価を実施していきます。

◆年間の事業日程

特定健診 特定保健指導
４月
５月
６月
７月
８月
９月
10 月
11 月
12 月
１月
２月

当
年
度

３月
４月
５月
６月
７月
８月
９月
10 月
11 月
12 月
１月
２月

翌
年
度

３月

特
定
保
健
指
導
全
体
の
評
価
・以
降
の
事
業
へ
の
反
映

特
定
健
診
の
実
施

（５
月
～
１
月
）

特
定
保
健
指
導
の
実
施

特
定
保
健
指
導
の
実
施

特
定
保
健
指
導
の
実
施

特
定
保
健
指
導
の
実
施

特
定
保
健
指
導
の
実
施

特
定
保
健
指
導
の
実
施

特
定
保
健
指
導
の
実
施

特
定
保
健
指
導
の
実
施特

定
保
健
指
導
の
実
施

特
定
保
健
指
導
の
実
施

特
定
保
健
指
導
の
実
施

特
定
保
健
指
導
の
実
施

特
定
保
健
指
導
の

特
定
保
健
指

特
定
保
健

特
定

特定健診結果に基
づく指導対象者の
選定（階層化）

特
定
健
診
の
実
施

（５
月
～
１
月
）

特定健診結果に基
づく指導対象者の
選定（階層化）
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６．個人情報保護対策

特定健診・特定保健指導に関するデータや記録は非常に重要な個人情報です。個人情報の保護に関す

る法律やこれに基づくガイドライン等を踏まえ、厳格な運用・管理を行います。

特定健診の委託先に対しては、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等について契約書を定める

とともに、その徹底を求め、委託先の契約遵守状況を管理していきます。

７．健康づくり施策との連携

（１）他の健（検）診との関係

介護保険法により実施している地域支援事業における生活機能評価は、国保被保険者においては特定

健診と同時に実施します。

健康増進法により実施しているがん検診（胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子

宮がん検診）は、村民を対象に実施します。共同実施については、今後計画を推進していく中で、随時

検討を図っていく必要があります。

生活保護の受給者で特定健診の対象とならない村民の場合も、住民健診として健診の機会を確保しま

す。

（２）村民全体に対する健康づくり施策との連携

今回の特定健診・特定保健指導は黒滝村国民健康保険に加入している 40 歳から 74 歳までの限られた

方を対象とした計画となります。

しかし、村民に生活習慣病の予防並びに生活習慣を改善する取り組みを促すには 40 歳よりもさらに

若い世代からの働きかけが重要です。そのため、乳幼児から高齢者まで生涯を通じた健康づくりとして、

連携をとりながら進めていきたいと考えます。

８．特定健診等の公表・周知

特定健診等の必要性やねらいについて、広報誌等にて周知します。

９．計画の推進

保険運営の健全化の観点から、黒滝村国民健康保険運営協議会に毎年進捗状況を報告し、状況に応じ

て特定健康診査等実施計画を見直し、推進していくこととします。

黒滝村国民健康保険「特定健康診査・特定保健指導実施計画」

平成 20 年 3 月
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